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第１章 都市環境の保全 

第１節 大気環境 

１．大気汚染の現況 

   大阪市は大阪平野のほぼ中央に位置し、東には生駒山系の山が南北に連なり、西は大阪湾に面してい

ます。大気汚染物質の発生源としては、比較的大規模な工場が西部臨海地域に分布しており、市内の全

域が高度に利用されているため、自動車も集中しています。このような発生源の状況や汚染物質が停滞

しやすい地形等の影響もあり、一部の大気汚染物質については、全市的には環境基準が達成されていな

い状況にあります。 

   本市では、市内２６箇所の大気汚染常時観測局で大気汚染防止法第２２条に基づく常時監視等を行い、

汚染状況を把握しています。 

   平成１９年度の主な大気汚染物質の市内平均濃度及び環境基準適合状況の経年変化は、図１－１－１、

２のとおりです。（大気汚染常時監視測定局の配置、測定項目は図１－７－２ P89参照） 

 

 

 

 

大気汚染常時監視測定局とは？ 

   大気汚染の状況を２４時間体制で把握するための施設で、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定

局があります。 

 

＊一般環境大気測定局（一般局、市内15局） 

  地域全体の大気汚染状況を把握するための測定局で、本市では 

主に学校や区役所の屋上に設置しています。 

 

＊自動車排出ガス測定局（自排局、市内11局） 

  自動車排出ガスによる大気汚染状況を把握するための測定局で、 

主要幹線道路沿道に設置しています。 

 

 

 

 

 

自動車排出ガス測定局（我孫子中学校局） 

一般環境大気測定局（摂陽中学校局） 
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図１－１－１ 主な大気汚染物質濃度の経年変化 

 

図１－１－２ 主な大気汚染物質の環境基準適合状況の経年変化 

 

 

 
 

平成10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

1 0.3076923 0.4615385 0.2307692 0.4615385 0 0 0 0 0
0 0.6923077 0.5384615 0.7692308 0.5384615 1 1 1 1 1

0/12 9/13 7/13 10/13 7/13 13/13 13/13 13/13 13/13 13/13

0 0.1818182 0.1818182 0.2727273 0.2727273 0.5454545 0.5454545 0.7272727 0.6363636 0.8181818
1 0.8181818 0.8181818 0.7272727 0.7272727 0.4545455 0.4545455 0.2727273 0.3636364 0.1818182

0/11 2/11 2/11 3/11 3/11 6/11 6/11 8/11 7/11 9/11

0.7692308 0.0714286 0.0714286 1 0.6428571 0 0 0.0714286 0 0.0714286
0.2307692 0.9285714 0.9285714 0 0.3571429 1 1 0.9285714 1 0.9285714

3/13 13/14 13/14 0/14 5/14 14/14 14/14 13/14 14/14 13/14

1 0.4285714 0.5714286 1 1 0 0 0.1111111 0.1111111 0.1111111
0 0.5714286 0.4285714 0 0 1 1 0.8888889 0.8888889 0.8888889

0/7 4/7 3/7 0/7 0/7 8/8 9/9 8/9 8/9 8/9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13/13 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/4 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7/7 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0/12 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13 0/13

（注）　円グラフの白色部分は環境基準（長期的評価、ただし光化学オキシダントは短期的評価）適合の測定局の割合を示す。
　　　数字は（環境基準適合局数）/（有効測定局数）を示す。
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（１）窒素酸化物（ＮＯｘ） 

窒素酸化物は、物が燃える時に主として一酸化窒素（ＮＯ）の状態で排出され、大気中で酸化されて

二酸化窒素（ＮＯ2）となります。一般に一酸化窒素と二酸化窒素を総称して窒素酸化物（ＮＯｘ）と

いい、環境基準は二酸化窒素について定められています。 

① 二酸化窒素（ＮＯ2）濃度 

平成19年度における二酸化窒素濃度の市内年平均値は、一般環境大気測定局（以下「一般局」

という。）0.024ppm、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）0.032ppmであり、

前年に比べ一般局で0.003ppm、自排局で0.002ppm減少しました。また、年平均値の推移をみ

ると近年緩やかな減少傾向にあります。（図１－１－１、資料１－１－２ Ｐ資２） 

② 二酸化窒素（ＮＯ2）の環境基準適合状況 

二酸化窒素に係る環境基準の長期的評価は、年間における１日平均値のうち低い方から数えて

98％目にあたる値（１日平均値の年間98％値）が0.06ppm 以下である場合に環境基準に適合し

たと評価します。 

平成19年度は、一般局13局の全局、自排局11局中９局が環境基準に適合しました。 

（図１－１－２、資料１－１－３ Ｐ資３） 

 

③ 一酸化窒素（ＮＯ）濃度 

 平成19年度における一酸化窒素濃度の市内

年平均値は、一般局0.011ppm、自排局 

0.032ppmでした。過去10年間の推移をみ

ると減少傾向にあります。 

（図１－１－３、資料１－１－４ Ｐ資４） 

 

 

 

 

（２）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

  浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊している粉じんのうち粒径10μm以下のもので、工場・事業場及

び自動車等から排出される人為的なものの他、土壌粒子、海塩粒子等自然に由来するものが含まれます。

また、大気中のガス状物質から化学反応により二次的に生成される粒子があります。 

  近年、ディーゼル排気粒子（ＤＥＰ）のような微小粒子状物質と健康影響の関連が懸念されつつあ

り、現在、国において粒径が2.5μｍ以下の粒子状物質（ＰＭ2.5）について、測定方法や健康影響の

調査が進められています。 

① 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）濃度 

  平成19年度における浮遊粒子状物質濃度の市内年平均値は、一般局0.029mg/ｍ３、自排局

0.032mg/ｍ３であり、前年度に比べ一般局、自排局とも0.003mg/ｍ３減少しました。 

過去10年間の市内年平均値を見るとおおむね減少傾向にあります。 

（図１－１－１、資料１－１－５ Ｐ資５） 
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② 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の環境基準適合状況 

浮遊粒子状物質に係る環境基準の長期的評価は、年間における１日平均値のうち測定値の高い方か

ら２％の範囲内にあるものを除外した日平均値の最高値（１日平均値の２％除外値）が0.10mg／

m３以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が0.10 mg/ｍ３を超える日が２日以上連続しない場

合に、環境基準に適合したと評価します。 

 平成19年度は、一般局14局中13局、自排局９局中８局が環境基準（長期的評価）に適合しまし

た。（図１－１－２、資料１－１－６ Ｐ資６） 

 

（３）光化学オキシダント(Ｏx) 

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）が、太陽光線中の紫外線

により光化学反応を起こして生成される酸化性物質の総称であり、主としてオゾン（Ｏ３）からなりま

す。 

光化学オキシダントは、目に刺激を与えることや気管支への影響等が報告されており、本市ではオキ

シダント緊急時（高濃度時）には、光化学スモッグ予報及び注意報を広く周知しています。また、市民

や工場等に対して屋外での運動や自動車の使用の自粛、主要工場に対する窒素酸化物排出量等の削減な

どを要請しています。 

① 光化学オキシダント濃度と環境基準適合状況 

    光化学オキシダントの環境基準は、１時間値が0.06ppm以下であることとなっています。 

平成19年度は、全局で環境基準不適合でした。（図１－１－２、資料１－１－７ Ｐ資７） 

過去10年間の昼間（午前6時から午後8時）の市内平均値の経年変化は図１－１－４のとおりで、

おおむね横ばい状態となっています。 

② 非メタン炭化水素と環境保全目標適合状況 

 炭化水素類には環境基準はありませんが、炭化水素類中の非メタン炭化水素は光化学オキシダント

の発生と関係があると言われており、本市では環境保全目標を設けています。環境保全目標は、午前

６時から９時までの３時間平均値が0.31ppmCを超える日が無いこととなっていますが、全局で目

標値を超えていました。（資料１－１－８ Ｐ資７） 

過去10年間の３時間平均値の市内平均値の経年変化は図１－１－５のとおりです。 
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図１－１－４ 光化学オキシダント（Ｏｘ）濃度の
経年変化（昼間の市内年平均値） 
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③ 光化学スモッグの発令状況 

                          平成19年度の光化学スモッグ発令状況は、市

内では予報が９回、注意報が７回（大阪府域では、

予報14回、注意報11回）でした。 

過去10年間の発令状況の経年変化は、図１―

１－６のとおりであり、平成19年度の発令回数

は、予報、注意報とも前年度に比べ減少しました。

また、平成11年度以降は、市内において光化

学スモッグによる被害の訴えはありません。 

（資料１－１－９～1２ Ｐ資８～１０） 

 

（４）二酸化硫黄（ＳＯ2） 

二酸化硫黄は、燃料中の硫黄分が燃焼するときに発生します。近年は発生源対策等により大幅に改善

され、市内の二酸化硫黄濃度は低濃度で推移しています。 

平成19年度における二酸化硫黄濃度の市内年平均値は、一般局0.005ppm、自排局0.004ppmで

あり、前年度に比べ一般局で0.001ppm、自排局で0.003ppm減少しました。 

環境基準には、長期的・短期的評価ともに全局で適合しています。 

（資料１－１－1３・1４ Ｐ資１１・１２） 

 

（５）一酸化炭素（ＣＯ） 

平成19年度における一酸化炭素濃度の市内年平均値は、0.8ppmで前年度に比べ0.1ppm減少しま

した。また環境基準には、昭和54年度以降全局で適合しています。 

（資料１－１－1５・1６ Ｐ資１３） 

 

（６）風向・風速（ＷＤ・ＷＶ） 

大気汚染物質の移流・拡散に大きな影響を与える風向・風速は、市内13か所の一般局で常時観測し

ており、市域内では西寄りの風及び北東寄りの風の頻度が多くなっています。 

 

（７）大気汚染物質の短期測定 

大阪市では、大気汚染常時監視測定局を補完する目的で、大気汚染物質の短期測定を実施しています。 

短期測定とは、選定した測定地点に自動測定機を設置して、大気汚染物質濃度を１か月間測定するも

のです。平成19年度は、５か所で二酸化窒素、一酸化窒素、浮遊粒子状物質及び二酸化硫黄について

短期測定を実施しました。（資料１－１－1７・1８ Ｐ資１４） 
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（注）都市ガスとは１３Ａ、ＬＮＧの合計である。 

２．固定発生源対策            

   本市の工場・事業場等の固定発生源対策としては、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関す

る条例（以下「府条例」という。）に基づく規制基準の遵守はもとより、窒素酸化物や浮遊粒子状物質

など大気汚染物質ごとに市内全域の排出目標量を定め、汚染物質の低減に努めてきました。 

 

（１）窒素酸化物対策 

固定発生源に係る窒素酸化物対策としては、大気汚染防止法に基づく排出規制及び総量規制の基準遵

守に加え、より厳しい指導基準を盛り込んだ「大阪市固定発生源窒素酸化物対策指導要領」（昭和60

年４月施行、平成４年10月に改正）に基づき、窒素酸化物の低減に努めてきました。 

その結果、図１－１－７に示すとおり、固定発生源からの窒素酸化物量は排出目標量（平成12年度 

6,190t／年）を下回り、徐々に減少傾向にあります。 （資料1－1－19 Ｐ資14） 

窒素酸化物の排出抑制指導については、次のとおり実施しています。 

① ばい煙発生施設の指導基準の強化 

既設のばい煙発生施設に対して強化された指導基準を平成８年４月から適用し、同基準の遵守を指

導しています。 

また、新設ボイラーに対しては、さらに厳しい指導基準を適用するとともに、コージェネレーショ

ンシステム等の固定型内燃機関に対しては、平成９年１月に「大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策

指導要領」（平成元年施行）を改正強化し、窒素酸化物の排出抑制を指導しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② クリーンエネルギーヘの転換促進 

既存の施設に対しては、窒素酸化物等の発生の少ない都市ガス・灯油等の軽質燃料への転換を促進

するとともに、大気汚染防止法・府条例該当施設を設置する場合は、原則として軽質燃料を使用する

よう指導しています。 

毎年、 市域内における窒素酸化物等の排出量を把握するため、一定規模以上の工場・事業場に対

して、燃料・原料使用状況調査を実施していますが、図１－１－７に示すとおり重油等の使用量が減

図１－１－７ 燃料使用量等の推移 
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少傾向にあり、都市ガスの使用量が概ね横ばい傾向にあります。 （資料１－１－20 Ｐ資15） 

その結果、窒素酸化物の排出量も年々減少傾向にあります。 

③  発生源常時監視テレメータシステムの活用 

窒素酸化物総量規制対象工場・事業場（以下 「窒素酸化

物特定工場等」という。）に設置している発生源常時監視テ

レメータシステムにより、窒素酸化物排出濃度・量の状況を

把握し、規制基準の遵守状況の確認等、排出抑制指導に活用

しています。 

④ 省資源・省エネルギー対策の促進 

窒素酸化物排出量の抑制の観点から、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）

の主旨に沿って省資源・省エネルギー対策の推進を指導しています。 

⑤ 群小発生源対策 

低ＮＯx機器の普及や地域冷暖房の適正な導入の促進を図り、大気汚染負荷の抑制に努めています。 

⑥ 燃焼管理の適正化 

ばい煙発生施設設置者に対する燃焼管理の適正化を指導するほか、冷暖房関連施設を設置してい

る事業者に対しては大気汚染物質の排出抑制や省エネルギー等に係る普及・啓発を目的として

いる「ビル冷暖房自主管理推進協議会」を通して、適正な燃焼管理及び省エネルギーを徹底するよ

う啓発指導を実施しています。 

⑦  季節大気汚染防止対策 

窒素酸化物の冬期高濃度期である11月から翌年の１月までを季節大気汚染防止対策の重点期間と

し、窒素酸化物排出抑制の協力要請及び立入調査を実施しています。 

 

（２）浮遊粒子状物質対策 

固定発生源から排出される「ばいじん」「粉じん」等、排出した時点で既に粒子化している「一次粒

子」の対策としては、大気汚染防止法・府条例に基づき、「ばいじんに係る排出基準」及び「一般粉じ

んに係る規制基準」の遵守徹底を図るとともに、処理装置等の適正な維持管理の指導を行ってきました。 

また、窒素酸化物対策の推進に伴い都市ガス等軽質燃料への転換が進んでおり、固定発生源からのば

いじん等、一次粒子の排出量はかなり減少しています。 

しかし、浮遊粒子状物質には一次粒子のほか、「窒素酸化物（ＮＯｘ）」「塩化水素（ＨＣｌ）」

「炭化水素類（ＨＣ）」「硫黄酸化物（ＳＯｘ）」等、ガス状物質として排出されたものが大気中で移

流・拡散される間に物理的・化学的に変化し、粒子に転換する「二次生成粒子」があります。 

浮遊粒子状物質については二次生成粒子の汚染寄与割合が高いことが判明したため、本市では、平成

13年度から二次生成粒子を含めた濃度シミュレーション等を実施するなど対策の検討に取り組み、平

成15年６月、一次粒子に二次生成粒子を加えた排出目標量を設定した「大阪市浮遊粒子状物質対策推

進計画」を策定し、一次粒子対策の徹底に加え、工場・事業場から発生する炭化水素類及び窒素酸化物

等の排出抑制など、二次生成粒子対策を加えた総合的な対策を推進しています。 

 

（３）炭化水素対策（光化学オキシダント対策） 

 光化学スモッグの発生を抑制するためには、主要原因物質である窒素酸化物と炭化水素類の双方を

窒素酸化物総量規制対象工場・事業場  
 

窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使

用される原料及び燃料の量を重油に換算（燃

料の種類及びばい煙発生施設ごとの換算係数

を使用）したものの合計が１時間あたり

2.0kL以上の工場・事業場には、排出基準に

加え総量規制基準が適用されています。 
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削減することが最も効果的な手法です。前述の窒素酸化物対策とあわせて炭化水素対策として、府条例

に基づき規制対象施設に対し設備・構造等規制基準の遵守の徹底を指導するとともに、大規模塗装工場

に対しては、工場全体の排出量を一定以下に抑制する排出許容量規制により、削減に取り組んでいます。 

また、光化学スモッグの発生時には、予報・注意報・警報等が発令されますので、これを一般に広

く周知するとともに、自動車の使用の自粛や主要工場に対する窒素酸化物排出量等の削減など必要な措

置を要請しています。 

なお、工場・事業場からの揮発性有機化合物（VOC）の排出を抑制するため、大気汚染防止法の一

部を改正する法律が平成16年5月26日に公布され、平成18年4月1日からVOCの排出の規制（届出､

排出基準の遵守及び測定の義務付け）に係る規定が施行されています。 

 

（４）硫黄酸化物対策 

固定発生源に係る硫黄酸化物対策は、大気汚

染防止法に基づき排出基準、燃料使用基準の遵守

及び硫黄酸化物総量規制対象工場・事業場（以下

「硫黄酸化物特定工場等」という。）に対しては

総量規制基準の遵守を指導するとともに、燃料の

軽質化や排煙脱硫装置の維持管理の徹底を指導す

ることにより、環境基準の達成が継続されており、

今後ともこの状況を維持するよう努めていきます。 

 

（５）悪臭対策 

  悪臭は、一般に人の嗅覚に直接作用し、その不快な臭いにより生活環境を損ない、主に感覚的・心理

的な被害を与える感覚公害として問題となっており、地域住民の環境に対する意識の向上と住工混在の

条件が重なって複雑多様化しています。 

また、悪臭の大部分は、低濃度・多成分の臭気物質が複合して発生したり、風等に運ばれ広範囲に拡

散したりすることがあるため、発生源の特定等を難しくする場合も少なくありません。 

① 悪臭防止法による規制 

本市では、昭和48年８月、悪臭防止法の施行以降、アンモニア等22種類の特定悪臭物質の物質

濃度について規制基準を設定し、工場等の規制指導を実施してきました。一方、悪臭は多種多様の物

質が低濃度に混合している場合があり、機器で判定した結果と苦情陳情者の被害感覚が一致しないこ

とがあります。 

このため、平成８年４月より、改正悪臭防止法が施行され、人の嗅覚を利用して「臭いの強さ」

を評価する嗅覚測定法に基づく「臭気指数」による規制基準を定めることができることになり、本市

では、平成１８年４月よりこれまでの「物質濃度規制」から「臭気指数規制」に規制方法を変更し、

敷地境界・気体排出口・排出水に規制基準を設け規制指導を実施しています。（付録Ｐ資117 ） 

臭気指数とは、人の嗅覚を利用して悪臭が感じられなくなるまで無臭空気（水の場合は無臭水）

で薄めたときの希釈倍率（臭気濃度）を求め、その常用対数値に１０を乗じた数値のことをいいます。  

［ 臭気指数 ＝ １０ ｌｏｇ（臭気濃度） ］ 

嗅覚測定を実施するにあたり、パネル（嗅覚判定員）による測定を実施し工場等の指導をしてい

硫黄酸化物総量規制対象工場・事業場 

硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される

原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計が１時

間あたり０.8kL以上の工場・事業場には排出基準に加

え総量規制基準が適用されています。 
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ます。 

②  化製場対策 

 食肉を生産する際に生ずる牛脂や骨等の畜産副生物を有効処理する化製場*から発生する臭気がし  

ばしば深刻な悪臭被害を及ぼし、大きな問題となっていました。 

本市では、旧食肉市場と隣接した地域に集中した工場に対して、脱臭装置の設置等の諸対策を講

じさせてきた結果、周辺環境に一定の改善が見られましたが、工場の構造や設備の老朽化等により、

抜本的な解決には至らず苦情が継続していました。この悪臭を抜本的に解決するため昭和56年度以

降、種々の調査検討を行った結果、化製場を集約化することとし、平成13年４月新工場が完成し稼

働中です。 

③ 調査研究等 

  悪臭対策の充実を図るため表1－1－1のとおり調査研究を実施し、調査結果を発生源工場の悪臭

対策の指導や今後の悪臭対策の検討に活用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 快適なにおい環境の創造 

近年、身のまわりの不快なにおいを低減し、自然や文化等のかおりが漂

う快適な環境が望まれており、市民の「かおり」に対する関心が高くなっ

ています。 

本市では平成１５年度に市内の樹木・草花などのかおり環境資源の状況

について調査を行い、16年度には市民アンケートなどをもとに、「おお

さかかおり環境マップ」を作成し、市民啓発等に活用するとともに快適な

におい環境の創造の推進に努めています。 

 

 

 

実 施 年 度 調  査  研  究  内  容 

昭和57年度～平成５年度 業種別悪臭発生源実態調査とその技術の検討 

平成７ 年度～平成９年度 都市における小規模臭気発生源に対する消・脱臭方法の検討 

平成10年度～平成12年度 一般環境における低濃度臭気の測定に関する検討 

平成13年度～平成14年度 法と本市指導要綱との基準値算出方法の整合性の検討 

平成15年度 大阪市内のかおり環境資源についての調査研究 

平成１6年度 排出水の臭気指数規制導入に伴う実態調査 

平成１7年度 臭気指数規制導入に伴う指導強化、規制指導マニュアル改定に係る調査 

平成18年度 臭気指数規制導入に伴う指導強化に係る調査 

表１－１－１  調査研究内容 
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表１－１－２ 大気汚染防止法等届出工場・事業所数、施設数 
（平成２０年３月末） 

（６）立入指導等の状況 

 ばい煙発生施設等を設置している

工場・事業場に対して、定期的な立

入検査を実施し、届出内容の確認や

法・府条例による規制基準はもとよ

り本市が指導要領等で定めている指

導基準の遵守徹底を図っています。 

特に、6月の｢環境月間｣や１２月  

の「大気汚染防推進月間」を 中心

とする季節大気汚染防止対策の期間

には、施設の一斉監視を実施するとともに、環境保全に対する意識の高揚を図るため、啓発指導に努め

ています。（資料１－１－21～24 Ｐ資16） 

大阪市内にある、大気汚染防止法及び府条例対象のばい煙発生施設等を設置する工場・事業場数及

び施設数は表１－１－２に示すとおりであり、施設を新設する場合など届出指導を実施しています。 

（資料１－１－26～29 Ｐ資17，18） 

なお、燃料使用量の多い窒素酸化物及び硫黄酸化物特定工場等は図１－１－８に示すとおり、西部臨

海部（住之江、大正、此花、西淀川）から北部（福島、北、淀川、東淀川）及び北東部（都島、城東、

鶴見）にかけて分布しています。 
 

施 設 の 種 類 工場・事業場数 施 設 数 

ば い 煙 発 生 施 設    2,073 5,066 

粉 じ ん 発 生 施 設 73 337 

窒素酸化物・硫黄酸化物         60 ― 

窒 素 酸 化 物           3 ― 

大 
気 
汚 
染 
防 
止 
法 

特 
定 
工 
場 
等 硫 黄 酸 化 物 59 ― 

府  条  例 1,291   3,344 

図１－１－８  窒素酸化物・硫黄酸化物特定工場等分布図（平成２０年３月末） 

● 窒素酸化物・硫黄酸化物特定工場等 

  ６０工場・事業場 

○ 硫黄酸化物特定工場等 

  ５９工場・事業場 

▲ 窒素酸化物特定工場等 

   ３工場・事業場 

（注）電気・ガス事業法対象工場等を含む 
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（７）公害防止組織の整備  

製造業等、特定の業種で特定の公害設備を設置している工場（特定工場）では、工場における公害防

止体制の整備を図り公害防止に万全を期するため、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律」に基づき、公害防止に必要な統括管理を行う「公害防止統括者」及び公害防止に関する専門的知識

や技能を有する「公害防止管理者」等の設置が義務づけられています。 

公害防止管理者の種類は、大気関係（第１～第４種）、水質関係（第１～第４種）、特定粉じん関係、

一般粉じん関係、騒音・振動関係及びダイオキシン類関係の計12種類あり、それぞれ一定の資格が要

求されます。 

本市では、立入指導等を通じ、公害の発生防止を自主的に取り組む人的組織の設置を促進するため、

資格の取得について周知啓発に努めています。なお、平成１９年度末で公害防止管理者を設置している

工場は170工場です。（資料１－１－30 P資18） 
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3．アスベスト対策 

青石綿（クロシドライト）       拡大写真              顕微鏡写真 

 

                 

（１） アスベスト 

アスベスト（石綿）は、天然に産する繊維状の鉱物で、耐熱性、耐薬品性等の優れた性質から建材等

に広く利用されてきました。しかし、その繊維が極めて細いため、飛散しやすく、人が吸入すると肺の

奥深くまで入り込み、長い潜伏期間を経て、石綿肺(アスベスト肺)、悪性中皮腫、肺がん等を発症する

恐れがあります。 

吹付けアスベストはビル等の建築工事において、耐火・断熱・防音などの目的で使われていましたが、

昭和５０年に吹付け作業が禁止されました。また、１％を超えるアスベストを含有する「吹付けロック

ウール」や「吹付けひる石」などは、平成７年に吹付け作業が禁止されました。 

その後もアスベストはスレート材などの建材製品やブレーキライニングなどで使用されましたが、一

部の製品（工業用シール材等）を除き、平成16年に製造等が禁止されました。さらに、平成18年9月

から代替が困難な一部の製品等を除き、0.1%を超えるアスベストを含有する製品の製造等が全面禁止

されました。 

表１－１－３ 吹付けアスベスト（石綿）等が使用されたおおむねの期間 

 

 

 

アスベストについては、平成１７年６月の健康被害の報道を契機として、大きな社会問題となったこ

とから、対策の強化が求められ、平成１８年１月には、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改

正され、解体等（解体・改造・補修）工事においては、事前の届出やアスベストの使用の有無について

の事前の調査及び結果の表示、また、敷地境界の濃度基準や測定義務づけ（吹付けアスベスト等の使用

吹付け材の 

種類 
アスベスト含有量等 

使 用 期 間 

S30       S40     S45    S50    S55    S60    H元   H7  H18 

吸音・結露防止用(アスベスト含有率約70％）           吹付け 

アスベスト 耐火被覆用(アスベスト含有率約60％）           

アスベスト含有率30％以下           

乾式           

アスベスト 

含有吹付け 

ロックウール 

アスベスト含有率 

5％以下 湿式(個別認定)           

吹付けひる石(バーミキュライト) 

吹付けパーライト 

          

  

アスベスト含有率１％超 

の吹付け施工禁止 

アスベスト含有率5％超 

の吹付け施工禁止 

アスベスト含有率0.１％超 

の製品全面製造等禁止 

アスベストの含有期間等詳細不明 
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面積が50㎡以上の場合）などの規制強化が図られました。 

また、国では「アスベスト問題に係る総合対策」が取りまとめられ、平成１８年２月に、アスベスト

対策関連４法令（大気汚染防止法・地方財政法・建築基準法・廃棄物処理法）の改正及び被害者の救済

を目的とした「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定されました。 

 

（２） 本市のアスベスト対策 

本市においては、平成１７年７月に「大阪市アスベスト対策連絡会議」を設置し、全庁的に緊急対策

に取り組むとともに、同年８月には学識経験者等からなる「大阪市アスベスト対策専門委員会」を設置

し、同委員会からの提言を踏まえ、同年12月に「大阪市アスベスト対策基本方針」を策定し、同基本

方針に沿って対策を推進しています。 

  ① 解体等工事に伴うアスベスト飛散防止対策 

解体等の工事の実施について、大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正され、新たに飛散防止

対策が規定され、また、大気汚染防止法施行令の改正により、届出が必要な解体等（解体・改造・補

修）工事の規模要件が撤廃され、届出対象が拡大されました。 

本市では、届出されたこれらの作業現場への立入検査等により飛散防止対策の遵守・確認を行って

います。（資料１－１－31～33 Ｐ資19） 

・法、条例の届出に基づき、吹付けアスベスト等のある解体等工事について、事前に立入検査を実施

し、作業基準の遵守状況等を確認するなど、飛散防止対策の徹底を図っています。 

・解体等工事の作業中において、敷地境界におけるアスベスト濃度の測定を実施しています。 

・無届の解体等工事が行われないよう、特定建設作業等の届出の際に、アスベストの有無についての

事前調査や大気汚染防止法等の届出について周知しています。また、関係部署と解体等工事に関

する情報交換を実施しています。 

・苦情対応として、建築物の解体等に伴うアスベストの事前調査結果の表示等についての調査を各区

保健福祉センターが実施し、必要に応じて施工者を指導しています。 

② 解体等工事に伴い発生する廃棄物対策 

アスベスト廃棄物の適正処理の徹底を図るため、解体等工事に伴い発生するアスベスト廃棄

物に関する報告徴収を実施するとともに、必要に応じて解体工事現場等への立入調査やアスベ

スト廃棄物を取り扱う廃棄物処理業者に適正処理を指導しています。 

③ アスベスト製品の加工工場に対する規制・指導 

平成１８年度中にアスベスト製品加工工場の立入検査等を実施したところ、法・条例に基づく製造

工場は全て廃止していることを確認しました。 

④ 一般環境大気中のモニタリング 

本市では、平成元年度からアスベストによる大気汚染状況を把握するため、市内の一般環境大気測

定局等においてアスベストの濃度測定を行っています。 

平成１９年度は、８～９月に1５地点で調査した結果、市内平均値は0.22本/Lであり、ＷＨＯ(世

界保健機関)の環境保健クライテリア（＊）に比べて十分に低い値でした。 

（資料１－１－34 Ｐ資19） 
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図１－１－９ 一般環境大気中のアスベスト濃度の推移（平成元年度から平成19年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 市有施設対策 

平成17年度に、平成8年度までに建設された市設建築物3,022施設について吹付けアスベスト等

（※１）の使用実態調査を実施し、平成18年度には、規制の対象が1％を超えるアスベストを含有

するものから0.1％を超えるものに拡大されたため、追加調査を行いました。 

調査の結果、吹付けアスベスト等が露出し飛散のおそれがあるものなど対策の必要な施設について

は、平成17年度から19年度の3年間で重点的に対策を進めることとし、「大阪市アスベスト対策基

本方針」に基づいて、19年度までに163施設について除去等の対策工事を実施しました。 

また、平成20年1月には、国内では使用されていないとされていたトレモライト等のアスベスト

についても含有していないことを確認しています。 

平成20年度には、新たに対策の必要となったものなど6施設について対策工事を実施し、これに

より解体時等に対策を行う施設を除いて、全てのアスベスト対策を完了する予定です。（※2） 

  

※ 1 吹付けアスベスト等：吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けパーライト 

              吹付けひる石、折板裏打ち石綿断熱材 

※ ２ 囲い込みを行った施設などについては、今後も適切な維持管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

＊ＷＨＯ(世界保健機関)の環境保健クライテリア 

世界の都市部の一般環境中の石綿濃度は1本～10本／Ｌ程度であり、この程度であれば、健康リスクは検出できない 

ほど低いと記述されている。 
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表１－１－４ 市有施設における対策実施状況及び対策実施予定 

〈平成20年6月現在） 

一般施設   
施設分類 

 一般会計 特別会計 
学校園 市営住宅 合計 

調査対象施設数 
2,042 1,393 649 517 463 3,022 

対策が必要な施設数 97 37 60 73 2 172 

平成19年度までに対
策を完了した施設数 90 33 57 73 0 163 

平成20年度に対策を
実施する予定施設数    4 1 3 0 2 6 

 

解体時等に対策を実
施する予定施設数 3 3 0 0 0 3 

※一般会計施設には公立大学法人大阪市立大学を含む 

 

⑥ 民間施設対策 

本市では、国土交通省の依頼に基づき、昭和31年頃から平成元年までに建築した概ね1,000㎡以

上の民間建築物について、露出した吹付けアスベスト等に関する調査を実施した結果、所有者などか

ら報告のあった建物は3,478棟で、このうち露出した吹付けアスベストがある建物394棟のうち、

対策を実施していない建物は202棟でした（平成20年3月末時点）。報告のない建物については、

報告を求めていくとともに、対策を実施していない建物については、アスベスト対策の必要性につい

て指導を行い、民間建築物のアスベスト対策の推進に努めています。 

なお、改正された建築基準法が平成18年10月に施行され、増改築時における除去等の義務づけ

やアスベストの飛散のおそれがある場合の勧告・命令などが規定されました。 

⑦ 支援策 

平成19年10月から、中小企業によるアスベストの除去等を支援するため、利子補給を実施して

いるほか、6月からは民間建築物について、吹付けアスベストの除去工事等に係る費用の一部補助実

施を平成20年度までの時限制度として取り組んでいます。 

⑧ 健康対策 

平成１８年３月の「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行により、独立行政法人環境再

生保全機構を実施主体として石綿健康被害救済制度が開始され、平成18年５月から各区保健福祉セ

ンターにおいて受付窓口を設置しています。今後の国の動向を踏まえて健診のあり方等について検討

するほか、リーフレットによる情報提供を行うなど健康対策の充実に努めています。 

⑨ 相談窓口の開設・情報提供 

環境や健康に関する相談窓口や診療窓口を設置するとともに、市民への情報提供については、本市

ホームページにアスベストに関するサイトを設け、本市の取組状況はもとより、国における対応状況

や各種パンフレットなどの必要な情報を、市民や事業者の方々にとってわかりやすいものとなるよう

整理し、常に最新の情報に更新しています。また、リーフレットや市政だよりによる情報提供に努め

ています。 （資料１－１－３５～３６ Ｐ資１９） 




